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１．委員会の検討経緯と今回の論点
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１. 委員会の検討経緯と今回の論点

【渋滞対策の方針】

【渋滞対策検討の経緯】

１－１ これまでの検討経緯

○
今
後
の
渋
滞
対
策
検
討
の
方
針

○
交
通
基
礎
デ
ー
タ
の
共
有
、
意
見
交
換

等

第
10

回
委
員
会
の
開
催
（Ｈ
24

・
6

・
28

）

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
候
補
の
選
定

第
11

回
委
員
会
の
開
催
（Ｈ
24

・
8

・
9

）

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
を
含
め
た
箇
所
の
特
定

第
12

回
委
員
会
の
開
催
（Ｈ
24

・
12

・
20

）

○
渋
滞
対
策
の
基
本
方
針
の
検
討

第
13

回
委
員
会
の
開
催
（
Ｈ
25

・
6

・
18

）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

（
Ｈ
24

・
11

・
09

～
18

）

主
要
渋
滞
箇
所
の
公
表
（２
４
６
箇
所
）

（
Ｈ
25

・
1

・
24

）

○
「道
路
を
賢
く
使
う
」
観
点
で
の
渋
滞
対
策
の
あ
り
方

○
優
先
対
策
箇
所
の
選
定
方
法
・考
え
方

○
最
新
デ
ー
タ
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
等
の
報
告

第
14

回
委
員
会
の
開
催
（
Ｈ
26

・8

・
25

）

○
対
策
の
進
捗
状
況
お
よ
び
対
策
箇
所
の
効
果
確
認

○
最
新
デ
ー
タ
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
等
の
報
告

○
優
先
対
策
箇
所
の
要
因
分
析
・対
策
立
案
に
つ
い
て

第
15

回
委
員
会
の
開
催
（
Ｈ
27

・
9

・30

）

○
最
新
デ
ー
タ
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
の
報
告

○
対
策
の
進
捗
状
況
お
よ
び
対
策
箇
所
の
効
果
確
認

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し

○
優
先
対
策
箇
所
の
検
討
状
況
と
道
路
を
賢
く
使
う
対
策
の
視
点

第
16

回
委
員
会
の
開
催
（
Ｈ
28

・
7

・28

）

○
最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析
（モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
の
報
告
）

○
渋
滞
対
策
箇
所
の
効
果
確
認
と
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し

○
優
先
検
討
箇
所
の
検
討
状
況

○
渋
滞
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
対
策
対
象
箇
所
の
要
因
分
析
・対
策
立
案

第
17

回
会
議
の
開
催
（
Ｈ
29

・
7

・27

）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成28年度 平成29年度

渋
滞
対
策
の
基
本
方
針
の
公
表

（
Ｈ
26

・
1

・
24

）

○
渋
滞
対
策
箇
所
の
効
果
確
認
と
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し

○
最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析
（周
辺
環
境
の
変
化
に
よ
る
追
加
検
討
）

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
短
期
対
策
10
年
計
画
の
立
案

○
渋
滞
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
対
策
の
立
案

○
道
路
利
用
者
会
議
等
か
ら
の
渋
滞
要
望
箇
所
の
検
討

第
18

回
会
議
の
開
催
（
Ｈ
30

・
7

・26

）

平成30年度平成27年度

○
渋
滞
対
策
の
進
捗
状
況
確
認

○
最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析

○
渋
滞
対
策
箇
所
の
効
果
確
認

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
短
期
対
策

○
道
路
利
用
者
会
議
等
か
ら
の
渋
滞
対
策
要
望
箇
所
の
検
討

第
20
回
会
議
の
開
催
（
Ｒ
1

・
8

･

2
）

平成31年度

3

○
当
該
年
度
に
実
施
し
た
対
策
の
状
況

○
次
年
度
に
実
施
す
る
渋
滞
対
策
方
針

○
道
路
利
用
者
会
議
か
ら
の
渋
滞
対
策
要
望
箇
所
の
概
要

第
19

回
会
議
の
開
催
（
Ｈ
31

・
3

･

15

）

○
当
該
年
度
に
実
施
し
た
対
策
の
状
況

○
プ
ロ
ー
ブ
デ
ー
タ
移
行
に
つ
い
て

○
渋
滞
対
策
の
進
捗
状
況
確
認

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し
（最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析
）

○
渋
滞
対
策
の
進
捗
状
況
確
認

○
渋
滞
対
策
箇
所
の
効
果
確
認

○
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
の
検
討
状
況

○
道
路
利
用
者
会
議
等
か
ら
の
渋
滞
対
策
要
望
箇
所
の
検
討

○
コ
ロ
ナ
情
勢
に
伴
う
交
通
状
況
分
析

第
21
回
会
議
の
開
催
（
Ｒ
2

・
8

･

27
）

令和2年度

○
短
期
対
策
を
当
面
未
実
施
と
す
る
箇
所
の
検
討
状
況

○
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
の
検
討
状
況

○
バ
ス
デ
ー
タ
の
活
用
方
法
の
検
討

〇
コ
ロ
ナ
情
勢
に
伴
う
交
通
状
況
分
析

第
22
回
会
議
の
開
催
（
Ｒ
3

・
3

･

24

）

○「今後の高速道路のあり方中間とりまとめ(高速道路のあり方検討有識者委員会、平成23年12月)」において、効率性を阻害する
渋滞ボトルネック対策の重要性を指摘。

○社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会においても、渋滞対策を含め、道路利用の適正化が議論。
○交通観測技術の進展・普及により、道路交通状況の詳細に係るデータが容易に取得可能となり、観測環境が大きく改善。（ETC2.0データ活用）
○上記課題の状況を継続的に把握・共有するとともに、新たな交通観測データの分析等により効果的な渋滞対策の推進に取り組む。



１. 委員会の検討経緯と今回の論点

○今回の論点は、大きく４項目

①短期対策を当面未実施とする箇所の検討状況

・短期対策を当面未実施とする箇所の選定（ヒアリング結果報告）

③バスデータの活用方法の検討

・旅行速度向上効果の検証
・バス定時性の分析

１－２ 今回の論点

4

②ピンポイント渋滞対策の検討状況

・対策内容を検討する箇所の選定
・Ｒ２年度のピンポイント渋滞対策の検討

④コロナ情勢に伴う交通状況分析

・コロナ情勢に伴う交通状況分析
・交通需要マネジメント（ＴＤＭ）の活用



２．短期対策を当面未実施とする箇所の検討状況
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○前回委員会にて、３指標をクリアした８箇所を提示。
○対策が未実施である箇所が３箇所存在し、当面は短期対策を実施しない候補箇所に該当。
○３箇所について、道路利用者等へのヒアリングを実施。

6

２－１ 短期対策を当面未実施とする候補箇所

２. 短期対策を当面未実施とする箇所の検討状況

3指標※１の基準を
すべてクリア

8箇所

平成24年度主要渋滞箇所
（246箇所）

事業状況 事業状況

事業完了から
３年経過

事業完了箇所

YES

ＮO

237箇所

2箇所

YES NO

未
対
策
の
箇
所

事
業
中
の
箇
所

0箇所

解除検討

NO

事
業
完
了
箇
所

2箇所

対策後に効果が継続したため解除

平成30年度追加
（１箇所）

事業中（3箇所）
未対策（3箇所）

3年連続で3指標※1の
基準をすべてクリア

6箇所

道路利用者への
ヒアリング※2

YES

3箇所

事業状況

事業中（3箇所）

未対策（3箇所）

当面未実施

課題
なし

課題
あり

6箇所

事業完了により
対策効果を確認

YES

ＮO

【選定方法】
【３指標※1】
①平日昼間１２時間平均速度が２０㎞/h以下
②平日朝夕（６～１０時、１６～２０時）の時間帯旅行速度
の最低速度が２０㎞/h以下

③休日の月別昼間１２時間旅行速度のうち、昼間１２時間
の旅行速度が最低の月が２０㎞/h以下

【ヒアリング※2】
・ヒアリング対象者
交通管理者、トラック・バス・タクシー協会、自治体など

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

経過観察



図中
番号

選定
フロー

道路
管理者 路線名 箇所名 市町村 事業状況当面未実

施候補
1 ③ 国交省 国道52号 身延町役場入口 身延町 対策完了

2 ③ 自治体 国道140号 ⻄関東道路入口 山梨市 対策完了

3 ④⑤ 国交省 国道139号 鹿留入口 都留市 未対策 ①

4 ④⑤ 国交省 国道139号 サンスポーツランド入口 都留市 未対策 ②

5 ④⑤ 国交省 国道139号 （仮称）鳴沢村 鳴沢村 未対策 ③

6 ⑥ 自治体 甲府韮崎線 横根 甲府市 事業中①

7 ⑥ 自治体 甲府韮崎線 大屋敷 甲斐市 事業中②

8 ⑥ 自治体 小石和市部線 （仮称）市部 笛吹市 事業中①4

5

中
部
横
断
自
動
車
道

都留バイパス

大月バイパス

新屋拡幅

3

1

7

8

凡例

国交省

自治体

高速道路
国道
主要地方道
一般県道

7

２－１ 短期対策を当面未実施とする候補箇所

最新データで
３指標の基準をすべて上回る箇所

８箇所（20km/h超）

３指標の基準を全てを上回る箇所

国土交通省 ４箇所

自治体 ４箇所

合計 ８箇所

6

2

○ヒアリングの対象となったのは、鹿留入口交差点とサンスポーツランド入口交差点、（仮称）鳴沢村交
差点。

○上記３箇所について、交通管理者やトラック・バス・タクシー協会、市町村にヒアリングを実施。

南部

事業①：一般国道20号新山梨環状道路（北部区間） (1工区)
事業②：一般国道20号新山梨環状道路（北部区間） (4工区)

■3指標の基準をすべてクリアした渋滞対策箇所
（短期対策を当面未実施とする候補の３箇所）

２. 短期対策を当面未実施とする箇所の検討状況

し しどめ いりぐち



NO 路線・箇所名 ヒアリング調査 事務局案

①
一般国道１３９号

鹿留入口
（都留市）

（警）渋滞していると思わない。（○）
（タ）渋滞していると思う。（△）

・朝夕の通勤時間
（バ）渋滞していると思わない。（○）
（ト）渋滞していると思わない。（○）
（自）渋滞していると思わない。（○）

課題あり
（経過観察）

②
一般国道１３９号
ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ入口

（都留市）

（警）商業施設営業時間に渋滞。（△）
（タ）渋滞していると思う。（△）

・朝夕の通勤時間
（バ）渋滞していると思う。（△）

・朝夕の通勤時間
・右折スペース不足

（ト）渋滞していると思わない。（○）
（自）渋滞していると思わない。（○）

課題あり
（経過観察）

③
一般国道１３９号
（仮称）鳴沢村
（勝山交差点）
（富士河口湖町）

（警）渋滞していると思わない。（○）
（タ）渋滞していると思う。（△）

・朝夕の通勤時
（バ）渋滞していると思う。（△）

・朝夕の通勤時間
・右折スペース不足

（ト）渋滞していると思わない。（○）
（自）渋滞していると思わない。（○）

課題あり
（経過観察）

8

○ヒアリング調査では、３交差点とも、時間帯により渋滞している箇所（「△」と評価）という意見有り。
○３指標では渋滞実態を捉えきれていない可能性が有るため、３交差点とも課題あり（経過観察）とする。
（いただいたご意見を、「渋滞なし：○」「時間帯により渋滞：△」「慢性的に渋滞：×」に分類）

２－２ 短期対策を当面実施しない箇所の選定（事務局案）

（警）：山梨県警本部、（タ）：山梨県タクシー協会、（バ）山梨県バス協会、（ト）山梨県トラック協会、（自）：自治体

２. 短期対策を当面未実施とする箇所の検討状況

経過観察



３．ピンポイント渋滞対策の検討状況
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10

優先度1 優先度2 優先度3 優先度4 優先度5 優先度6 優先度7

選
定
条
件

事業進捗

１０年以内に対策事業が完了しない箇
所（対策中箇所、未対策箇所）

● ● ● ● ● ● -

事業完了箇所、または１０年以内に対
策事業が完了する予定の箇所

- - - - - - ●

渋滞

３指標全てが下回る箇所 ● ● - - ● - -

３指標のうち１～２指標が下回る箇所 - - ● ● ● - -

３指標全てが上回る箇所 - - - - - ● -

要望
バス協・トラ協要望箇所 ● - ● - - - -

バス協・トラ協の要望がない箇所 - ● - ● - - -

事故
事故危険区間に指定されている箇所 ● ● ● ● - - -

事故危険区間に指定されていない箇所 - - - - ● - -

対象箇所数 3 8 2 6 70 8 148

３－１ 対策内容を検討する箇所の選定

３. ピンポイント渋滞対策の検討状況

○第２０回委員会において、１０年間で８９箇所を対策するため、１年間で約９箇所程度実施することとした。
○昨年度（H３１年度）は、２０箇所（優先度１～４の１９箇所と優先度５の１箇所）を検討した。
○今年度（R２年度）は、対策優先度５の中から１０箇所を選定し、検討。

優先度１～４ 優先度５

１９ １ １０ ５９

昨年度対策
検討済み

本年度
検討

来年度以降検討予定

高 低
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３－１ 対策内容を検討する箇所の選定

３. ピンポイント渋滞対策の検討状況

○ 優先度５の中の順位は、平日昼間12時間平均速度が低い箇所を優先する。
○ R２年度は、先行的に国土交通省管理道路を対象とし、平日昼間12時間平均速度の低い１０箇所を選定。

：昨年度対策検討済み ：本年度検討

【出典】
平日昼間12時間速度：平成29年１～12月の民間プローブデータ

No 主要渋滞箇所
道路
管理者

平日
昼間

12時間
速度
（km/h）

244上野原市役所前 国交省 4.4
146押原小北 県 5.0
79東恋路 国交省 5.1
88豊積橋南 県 5.4

181飯喰東 県 5.9

131築地新居 県 5.9
69忍野入口 国交省 6.0
191等々力 県 6.8
95美術館前 県 7.1
126朝日町ガード南 県 7.3
151徳行立体北 県 7.7
84（仮称）船津 国交省 7.8
142信玄橋東詰 県 7.9
74中曽根 県 8.0
221中下条 県 8.0
73富士吉田駅前 県 8.3
92寿団地入口 国交省 8.3
109山梨大学病院入口 県 8.4
145浅原橋⻄ 県 8.5
207（仮称）水神 県 8.5

No 主要渋滞箇所
道路
管理者

平日
昼間

12時間
速度
（km/h）

194若宮 県 8.6
148信玄橋⻄詰 県 9.3
202御勅使工業団地入口 県 9.5
108流通センター北 県 9.8
173中央協撰所 県 9.9
210韮崎インター⻄ 県 10.0
119検察庁南 県 10.3
225⻑塚中 県 10.7
168⼄⿊ 県 10.7
166朝日三丁目 県 10.8
94（仮称）河口 県 11.2
77船津三叉路 県 11.3
247向町中 県 11.3
91乳ヶ崎北 県 11.5
78船津登山道入口 国交省 11.8
111万才橋⻄ 県 12.1
238薬師堂橋東詰 県 12.3
99（仮称）都留 県 13.1
180（仮称）大里町1 県 14.2
89（仮称）浅利 県 14.2

No 主要渋滞箇所
道路
管理者

平日
昼間

12時間
速度
（km/h）

103十日市場 国交省 14.2
90下の水 国交省 14.6
87三郡橋北 県 14.7
3中小河原 国交省 14.9
6武田 県 14.9
72お茶屋町東 県 15.4
75新倉 県 15.6
28石和温泉郷東入口 県 15.7
169浅原橋東詰 県 16.2
132（仮称）大里町2 県 16.5
171（仮称）大里町3 県 16.9
239須玉インター入口 県 17.4
209東中学校前 県 17.4
82愛染通り 県 17.5
243（仮称）上野原2 国交省 17.9
25金鳥居 県 18.2
35上今諏訪 県 18.3
52猿橋小入口 国交省 18.4
228大下条 県 18.6
76小明見 県 18.6

No 主要渋滞箇所
道路
管理者

平日
昼間

12時間
速度
（km/h）

224（仮称）下今井2 国交省 18.8
213（仮称）下今井1 国交省 21.0
18乳ヶ崎南 県 21.5
46飯喰 県 22.9
204峡北消防本部⻄ 国交省 23.2
134（仮称）今諏訪 県 24.1
61開国橋⻄ 県 25.7
93（仮称）浅川 県 27.0
96上暮地白糸 国交省 27.1
81（仮称）忍草2 県 28.8
85平野 県 33.8
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３－２ Ｒ２年度のピンポイント渋滞対策の検討

■Ｒ２年度に検討を実施した主要渋滞箇所

No 管理者 主要渋滞箇所 所在市区町村 対策内容

① 国交省 東恋路 富士河口湖町
実施困難
（感応式信号の移設が伴うため）

② 国交省 忍野入口 山中湖村
実施困難
（セミトレーラーが対策後通れなくなるた
め）

③ 国交省 （仮称）船津 富士河口湖町
実施困難
（横断歩道と中央分離帯、植栽帯の移
設が伴うため）

④ 国交省 寿団地入口 富士吉田市
国道１３９号上り線：停止線の前出し
9.5m

⑤ 国交省
船津登山道
入口

富士河口湖町
国道２０号上り線：停止線の前出し4.3m
国道２０号下り線：停止線の前出し3.0m
北側従道路：停止線の前出し5.8m

⑥ 国交省 十日市場 南アルプス市
国道５２号上り線：停止線の前出し4.3m
国道５２号下り線：停止線の前出し4.1m

⑦ 国交省 下の水 富士吉田市
実施困難
（交差点が狭いため）

⑧ 国交省 中小河原 甲府市
国道20号上り線：右折レーンの延伸3m
国道20号上り線：停止線の前出し1m

⑨ 国交省 （仮称）上野原２ 上野原市
国道２０号下り線：停止線の前出し（直
進レーンのみ）3.3m

⑩ 国交省 猿橋小入口 大月市
実施困難
（交差点が狭いため）

３. ピンポイント渋滞対策の検討状況

○１０箇所について、現地踏査を実施し、ピンポイント渋滞対策の実施可能性を検討。
〇ピンポイント渋滞対策が可能な５箇所について、対策内容を検討。
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ピンポイント対策案（④国道１３９号 寿団地入口交差点（富士吉田市））

３. ピンポイント渋滞対策の検討状況
こ とぶき だ ん ち い り ぐ ち

○B方向は、交通の集中により慢性的に速度が低下しているため、停止線の前出し（9.5m）を予定。
○併せて、安全性の観点から、交差点周辺の区画線の塗り直しを予定。

Ａ
Ｂ

Ｃ

139
139

至

西
桂
町

至

富
士
吉
田
市

区画線の塗り直し

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

寿団地入口交差点

139

139 139

停止線の前出し：9.5m

指標①

平日昼間12時間平均速度

指標②

平日朝夕ピークの

最低速度

指標③

休日の月別昼間12時間の

最低月速度

Ａ
方
向

Ｂ
方
向

Ｃ
方
向

至

富
士
吉
田
市

至

西
桂
町

：渋滞対策 ：事故対策
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ピンポイント対策案（⑤国道１３９号 船津登山道入口交差点（富士河口湖町））

３. ピンポイント渋滞対策の検討状況
ふ な つ と ざ ん ど う い り ぐ ち

○A方向とB方向は、休日の観光需要が集中し渋滞が発生。（近くに河口湖ICあり）
○A方向、B方向で停止線の前出しを予定。（A方向：3.0m、B方向：4.3m）
○C方向は、停止線付近に店舗駐車場の出入口があり慢性的に速度が低下しているため、停止線の前
出しを予定。（5.8m）

○安全性の観点から、A方向に薄色カラー舗装（ベンガラ色）を実施予定。

Ａ

Ｂ

Ｃ

139

139

至

富
士
吉
田
市

至

鳴
沢
村

至 富士河口湖町

Ａ

Ｂ

Ｃ

船津登山道入口交差点

Ｂ

Ａ

Ｃ

薄層カラー舗装
（ベンガラ色）設置

中央分離帯の延伸

139

139

139

停止線の前出し：5.8m

停止線の前出し：4.3m停止線の前出し：3.0m

指標①

平日昼間12時間平均速度

指標②

平日朝夕ピークの

最低速度

指標③

休日の月別昼間12時間の

最低月速度

Ａ
方
向

Ｂ
方
向

Ｃ
方
向

Ｄ
方
向

至

鳴
沢
村

至

富
士
吉
田
市

：渋滞対策 ：事故対策
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ピンポイント対策案（⑥国道５２号 十日市場交差点（南アルプス市））

３. ピンポイント渋滞対策の検討状況

○A方向は、朝夕ピーク時に交通が集中し速度が低下しているため、停止線の前出しを予定。（4.3m）
○B方向は、慢性的に交通が集中し速度が低下しているため、停止線の前出しを予定。（4.1m）
○安全性の観点から、A方向に減速路面表示の設置と「追突注意」路面表示の設置を予定。

と お か い ち ば

Ａ

Ｄ

Ｃ

至 中央市

Ｂ
52

52

至

韮
崎
市

至

南
巨
摩
郡

52

至

南
巨
摩
郡

至

韮
崎
市

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

至

韮
崎
市

至

南
巨
摩
郡 十日市場交差点52

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

路面標示の設置
「追突注意」

減速路面標示の設置停止線の前出し：４.3m

停止線の前出し：4.1m

※

指標①

平日昼間12時間平均速度

指標②

平日朝夕ピークの

最低速度

指標③

休日の月別昼間12時間の

最低月速度

Ａ
方
向

Ｂ
方
向

Ｃ
方
向

Ｄ
方
向

：渋滞対策 ：事故対策
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ピンポイント対策案（⑧国道２０号 中小河原交差点（甲府市））

３. ピンポイント渋滞対策の検討状況
な か こ が わ ら

○国道２０号上り線にて、右折車両の滞留が直進レーンまではみ出し、直進車の通行阻害が発生。
○直進車の通行阻害が解消されることを目的として、当該方向の停止線の前出しと右折レーンの延伸を
実施する予定。

至
韮
崎
市

：主要渋滞箇所

至

大
月
市

≪平面図≫≪位置図≫

≪広域図≫

事業箇所

中小河原交差点

停止線の前出し

平面図

※交差点形状は協議により、変更になる可能性があります。

358

20
20

358

20

至
韮
崎
市

至

大
月
市

右折レーンの延伸

対策後

対策前

至
韮
崎
市

至

大
月
市

右折車両の滞留が直進レーンまではみ出し、直進車の通行阻害が発生

停止線の前出し及び滞留長の延伸により、直進車のスムーズな通過を期待

中小河原交差点

20

≪航空写真≫

：渋滞対策 ：事故対策

中小河原交差点
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ピンポイント対策案（⑨国道２０号 （仮称）上野原２交差点（上野原市））

３. ピンポイント渋滞対策の検討状況
う え の は ら

○C方向は、登坂かつ手前でカーブしており、直進車の需要が多い交差点であるため、直線レーンの停
止線の前出しを実施する予定。（3.3m）

○安全性の観点から、C方向に「追突注意」の路面表示を設置予定。

Ｃ

Ｂ

Ａ
至

相
模
原
市

至

大
月
市

20
20

至

相
模
原
市

至

大
月
市

20Ｃ

Ａ
Ｂ

20 Ｃ

Ａ

Ｂ

（仮称）上野原２
交差点

路面標示の設置
「追突注意」停止線の前出し：3.3m

指標①

平日昼間12時間平均速度

指標②

平日朝夕ピークの

最低速度

指標③

休日の月別昼間12時間の

最低月速度

Ａ
方
向

Ｂ
方
向

Ｃ
方
向

：渋滞対策 ：事故対策



４．バスデータの活用方法の検討
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４－１ （参考）バスデータ分析報告 【データ概要】

４. バスデータの活用方法の検討

○バスデータは、「やまなしバスコンシェルジュ（山梨県バス総合案内システム）」に記録されている通行
状況から、山梨大学等が作成、公表しているデータを利用。

○このデータからバス停間の距離と所要時間を用いて、バスの実勢速度を運行ごとに集計。

資料：「標準的なバス情報フォーマット」ダイジェスト国土交通省総合政策局(2019.3.27)

資料：「オープンデータを出力するための仕組み」山梨県バス協会、山梨大学、
山梨交通、YSK e-com資料
（https://www.slideshare.net/KenjiMorohoshi/gtfpbms20171209-84520742）

２）データ内容 国土交通省「バス情報の静的・動的データ利活用検討会」標準フォーマット１）オープンデータ化

公表
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

３）速度算定方法

バス停①→②の速度

＝

バス停間距離（Ｌ）

バス停間所要時間（T2-T1）

L (km)
通過時刻：

Ｔ1
通過時刻：

Ｔ2

バス停
①

バス停
②

(GTFS-JP)

(GTFS-RT)(GTFS-RT)



４－２ 旅行速度向上効果の検証 一般国道141号 相垈（韮崎市）

４. バスデータの活用方法の検討

○相垈交差点は、増富温泉郷線の路線上に存在。
○バスデータによると、相垈交差点を跨ぐ相垈バス停～蔵の前バス停間の速度が向上。

あ い ぬ た

■バス停間の旅行速度

0.0 データなし

19.0 0～20km/h

29.0 20～30km/h

39.0 30～40km/h

49.0 40～50km/h

50.0 50km/h以上

＜対策前＞ ＜対策後＞

■位置図とバス路線の状況 午前中を中心にバス
の運行速度が上昇

20

分析方向



４－３ バス定時性の分析

４. バスデータの活用方法の検討

○バス停間の時刻表による速度と、バスデータから算出された速度を比べることで、バスの定時性が低い箇所を洗
い出すことが可能。

■バス定時性の確認

21

主要渋滞
箇所名

（交差点名）
バスルート バス停間

バス停間の
時刻表によ

る速度

ピーク時間帯に
半分以下の速
度となる割合

検察庁南
豊富発 県立中
央病院方面行き

法人会館～
商工会議所

27.8 km/h 78.7%

朝日三丁目
博物館発敷島
行き

丸の内二丁目北
～朝日二丁目

24.7 km/h 63.5%

開国橋西
鰍沢営業所発
一高前方面行き

今諏訪～
上今諏訪

17.5 km/h 57.5%

注１）バスデータ（2019年1～12月）を集計
注２）平日のピーク時間帯（7、8、17、18時）のバスの運行実績から算出 ピーク時間帯に、

運行するバスの
50%以上が

時刻表の速度の
半分以下

■検察庁南

■開国橋西

朝日三丁目

開国橋西

検察庁南

商工会議所

県立中央病院方面行き
（廃軌道経由）中央病院 行き
甲府駅バスターミナル 行き
（廃軌道）甲府駅バスターミナル 行き
鰍沢営業所発 一高前方面行き
甲府駅バスターミナル方面行き
甲府駅 行き
県立中央病院方面行き

■朝日三丁目

時刻表運行速度
ピーク時間帯の運行状況

ピーク時間帯の運行状況

時刻表運行速度

甲府地方裁判所

朝日三丁目

山梨病院

資料：バスデータ（http://8tops.yamanashi.ac.jp/~toyoki/buslog2016/getLocationsYamanashi.php）

ピーク時間帯の運行状況
時刻表運行速度

丸の内二丁目北

法人会館

今諏訪

上今諏訪

豊富方面行き
(中道橋経由御所循環）敷島営業所 行き
(中道橋経由御所循環）甲府駅 行き



５．コロナ情勢に伴う交通状況分析
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国道20号甲府付近（甲府市向町）の上下線交通量の週別前年比較（2020/2019）

大型車 小型車 総計
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５－１ コロナ禍における交通状況（交通量）

○都市部では、緊急事態宣言中は交通量が7割程度に減少。GWは6割近くに減少。
○緊急事態宣言解除後は、10月以降は概ね去年程度の交通量に回復。
○観光地では、緊急事態宣言中は交通量は6割程度に減少。GWは半分以下に大きく減少。
○緊急事態宣言後は、夏休みは去年程度の交通量に回復。Go Toキャンペーンが開始された10月は、山

中湖付近で去年より小型車の交通量が20%以上増加した期間が存在。
（緊急事態宣言期間の設定 2019年：2019年4月9日～5月26日 2020年：2020年4月7日～5月24日）

4月7日～ 5月24日
緊急事態宣言期間

4月7日～ 5月24日
緊急事態宣言期間

7月22日
Go To トラベル開始

(山梨県)

10月1日
Go To トラベル 開始

(東京都)

10月12日
Go To イート 開始

(山梨県)

7月22日
Go To トラベル開始

(山梨県)

10月1日
Go To トラベル 開始

(東京都)

10月12日
Go To イート 開始

(山梨県)

12月28日
Go To トラベル

全国停止

12月28日
Go To トラベル

全国停止



期 間

2019年
4月9日（火）～5月26日（日）

2020年
4月7日（火）～5月24日（日）

山梨県全域

全箇所
（２４５箇所）

13.3 km/h 15.0 km/h

うち、直轄国道
（８４箇所）

14.6 km/h 17.0 km/h

甲府市内

全箇所
（１００箇所）

12.4 km/h 14.0 km/h

うち、直轄国道
（１９箇所）

15.7 km/h 18.3 km/h

+1.7km/h

+2.4km/h

+1.6km/h

+2.6km/h

５. コロナ情勢に伴う交通状況分析

５－１ コロナ禍における交通状況（旅行速度）

○山梨県内の主要渋滞箇所について、緊急事態宣言期間と前年同期間の平均速度を算出。
○前年同期間と比べ緊急事態宣言期間は、甲府市内も含めた山梨県全域で、約2km/h～約3km/h程度

の速度上昇を確認。

（緊急事態宣言期間の設定 2019年：2019年4月9日～5月26日 2020年：2020年4月7日～5月24日）

【出典】
平日昼間12時間平均速度（７時～１９時）
2019年：2019年4月9日～5月26日のETC2.0プローブデータ
2020年：2020年4月7日～5月24日のETC2.0プローブデータ
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○緊急事態宣言下における交通状況分析の結果を踏まえると、交通需要マネジメント（TDM）による渋滞
解消・緩和の可能性があるものと考えられる。

〇今後は、従来の道路事業による渋滞対策に加えて、TDMによる渋滞対策についても、検討していく。

資料：令和3年度道路関係予算概要（国土交通省道路局 国土交通省都市局）

５－１ 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）の活用
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５－２ 交通需要マネジメント（TDM）の検討例

資料：甲府市地域公共交通網形成計画（２０１９年３月）

○甲府市では、甲府市地域公共交通網形成計画を策定し、自転車利用や公共交通利用を促進するTDM

施策を検討している。


